
『パーフェクトマスター 消費税の納税義務と簡易課税の適用

判定の手引き［令和２年改訂版］』初版第１刷 正誤表 

本書において下記の誤りがございました。 

深くお詫びいたしますとともに、ここに訂正させていただきます。 

 
該当箇所： p.21 簡易課税制度の適用判定早見表 

【誤】 
高額特定資産である棚卸資産につき納税義務の免除を受けな
いこととなった場合等の棚卸資産に係る調整措置の適用を受
けた(又は調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した)課
税期間の初日から３年以内である(第 10 章、第 11 章) 

    

    

その仕入れ等の課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選
択届出書を提出している（第 11 章） 

   
 NO     

当期は令和元年 10 月１日から令和２年９月 30 日までの日を
含む課税期間であり、課税仕入れ等を軽減税率と標準税率に
区分することにつき著しく困難な事情がある（第 11 章） 

   

 YES    
前課税期間の末日（又は事業を開始した課税期間等の末日）
までに簡易課税制度選択届出書を提出している又はやむを得
ない事情がある場合の特例承認を受けている（第 11 章） 

   

 NO    
 

【正】 
高額特定資産である棚卸資産につき納税義務の免除を受けな
いこととなった場合等の棚卸資産に係る調整措置の適用を受
けた(又は調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した)課
税期間の初日から３年以内である(第 10 章、第 11 章) 

    

    

その仕入れ等の課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選
択届出書を提出している（第 11 章） 

   
 NO     

当期は令和元年 10 月１日から令和２年９月 30 日までの日を
含む課税期間であり、課税仕入れ等を軽減税率と標準税率に
区分することにつき著しく困難な事情がある（第 11 章） 

   

 YES    
前課税期間の末日（又は事業を開始した課税期間等の末日）
までに簡易課税制度選択届出書を提出している又はやむを得
ない事情がある場合の特例承認を受けている（第 11 章） 
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該当箇所 誤 正 

p.125 

３行目 

～第一次相続の相続人の基

準期間における課税売上高

を加算して～ 

～第一次相続の被相続人の

基準期間における課税売上

高を加算して～ 

 
 

該当箇所： p.249 タイムテーブル 

【誤】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 
 
 

 

 

 

 

 

×01 年 
4/1 

×02 年 
4/1 

×03 年 
4/1 

×04 年 
4/1 第３期 第２期 第１期 

調整対象固定資産取得 
課税事業者選択届出書提出 

著しい変動の調整計算 

の適用を受ない 

原則課税 

課税事業者となる  簡易課税制度の適用を受ける  

簡易課税制度 
選択届出書提出 

簡易課税 

×01 年 
4/1 

×02 年 
4/1 

×03 年 
4/1 

×04 年 
4/1 第３期 第２期 第１期 

調整対象固定資産取得 
課税事業者選択届出書提出 

著しい変動の調整計算 

の適用を受けない 

原則課税 

課税事業者となる  簡易課税制度の適用を受ける  

簡易課税制度 
選択届出書提出 

簡易課税 



該当箇所： p.251 タイムテーブル 

【誤】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×03 年 
4/1 

×04 年 
4/1 

×06 年 
4/1 

×07 年 
4/1 

①仕入れ等の日の属する課税期間の初日 
（×04 年４月１日） 

 

②～３年を経過する日 
（×07 年３月 31 日） 

第６期 第５期 第４期 

×05 年 
4/1 第３期 

課税事業者選択 
届出書提出 

③属する課税期間の初日の前日 
（×06 年３月 31 日） 

簡易課税制度の適用を受ける  

×08 年 
4/1 

３年 

第７期 

調整対象 
固定資産取得 

簡易課税制度選択 

届出書提出不可 
簡易課税制度選択届出書 
を提出できる 

×03 年 
4/1 

×04 年 
4/1 

×06 年 
4/1 

×07 年 
4/1 

①仕入れ等の日の属する課税期間の初日 
（×04 年４月１日） 

 

②～３年を経過する日 
（×07 年３月 31 日） 

第６期 第５期 第４期 

×05 年 
4/1 第３期 

課税事業者選択 
届出書提出 

③属する課税期間の初日の前日 
（×06 年３月 31 日） 

課税事業者となる  

×08 年 
4/1 

３年 

第７期 

調整対象 
固定資産取得 

簡易課税制度選択 

届出書提出不可 
簡易課税制度選択届出書 
を提出できる 


